
[労働金庫業界] 

１．サイバーセキュリティ対策の強化に向けた取組み 

○ サイバーセキュリティの現状については、サイバー攻撃により、不正送

金やクレジットカード情報が窃取されるなどの被害が発生している。また、

コロナ禍への対応として、金融機関においてテレワークや各種サービスの

オンライン化・リモート化が加速していることから、サイバー攻撃の脅威

は一層高まっている。 

○ このため、サイバーセキュリティ対策の強化に向けた取組みを一層進め

ることが重要である。 

○ 各金融機関においては、経営陣が、取組計画の策定や進捗管理に主体的

に関与する等、リーダーシップを発揮して取り組んでいただきたい。 

 

２．LIBOR の恒久的な公表停止に備えた対応 

○ LIBOR は、貸出や債券、デリバティブ取引などで、国際的に広く利用され

ている金利指標であるが、2021 年末以降に恒久的に公表停止される可能性。 

○ 日本銀行と合同で、本年 12月末時点を基準日とした LIBOR 利用状況調査

を年明けに実施予定。今回の調査は、協同組織金融機関も対象とする方針。 

○ 協同組織金融機関においては、LIBOR を参照した貸出は少ないかもしれな

いが、変動利付債や仕組債といった有価証券を保有していたり、会計やリ

スク管理、システムなどで LIBOR を参照している可能性。 

○ 従って利用状況調査の実施に先立って、なるべく早期に LIBOR 公表停止

の影響度を把握することが重要。 

○ 日本円金利指標に関する検討委員会が先月取りまとめた「LIBOR の恒久

的な公表停止に備えた本邦での移行計画」や、金融庁と日本銀行が合同で、

６月１日に主要な金融機関の経営トップに対して発出したDear CEO レター

に記載した内容も参考にしてほしい。 

 



３．新型コロナウイルスの感染拡大に伴う FATF 相互審査の更なる延期 

○ FATFが、本年10月に予定されていた対日審査の結果に関する議論を、2021

年２月の全体会合で行う旨公表した。 

○ また、FATF 相互審査については継続して行われているところ、各金融機

関におかれては、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する

ガイドライン」に従い、全ての顧客のリスク評価やリスクに応じた継続的

な顧客管理の実施など、リスクベース・アプローチに基づいたマネロン・

テロ資金供与対策に引き続き取り組んでいただきたい。 

 

４．マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る顧客対応 

○ 現在、多くの金融機関におかれては、継続的顧客管理の開始に当たり、

顧客情報の更新を行っていただいているところと承知しているが、一部に

おいてその趣旨、必要性が十分に伝わっていない懸念がある。 

○ 当庁としても、国民に対する啓発を続けていきたいと考えているが、金

融機関におかれては、顧客への依頼に当たって丁寧な対応を行い、「なぜ顧

客情報の更新が必要か」という点についてしっかりとした説明を行うよう

取り組んでいただきたい。 

 

５．顧客本位の業務運営 

○  顧客本位の業務運営については、「令和２事務年度 金融行政方針」にも

記載されているとおり、「顧客本位の業務運営に関する原則」の具体的内容

の充実や定着など、更なる進展を目指し取り組んでいく。 

○ また、９月 18 日には、「安定的な資産形成に向けた金融事業者の取組み

状況」を公表(※)したのでご覧いただきたい。 

※「顧客本位の業務運営原則」を採択した各金融事業者の自主的な KPI や共通 KPI をまとめたも

の。併せて、「「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、取組方針・自主的な KPI・共通 KPI

を公表した金融事業者のリスト」も公表 



○ 金融事業者全体として、本年 3 月末時点において投信を保有する顧客の

運用損益がプラスの比率は、前年同期比で半分程度に減少(※)。 

※共通 KPI の一つである 「投資信託の運用損益別顧客比率」(2020 年 3 月末時点)に基づき算出（本

年 6 月末までに当庁へ報告のあった金融事業者 218 社の単純平均） 

○ これは、新型コロナウイルス感染症の影響による市場の変動を受けたも

のではあるが、各金融機関における顧客の運用損益への影響の度合いには

違いが見られた。 

○ 各金融機関においては、どのような要因で顧客の運用損益が影響を受け

たのかを分析するなどし、顧客本位の業務運営に向けた今後の取組みにつ

なげていただきたい。 

○ 金融庁として、本年度も金融機関の取組みをフォローアップしていく。 

 

６．新型コロナへの対応について  

○ 本年４月に協力要請させていただいた生活福祉資金貸付制度における緊

急小口資金の特例貸付の取次業務について、貸付の申請件数は、現在ピー

クを越え、一定数まで減少している状況を踏まえ、労働金庫における申請

受付は９月 30日で終了することとなった。長期間にわたる協力・対応に深

く感謝を申し上げる。 

○ 先日（８月 31日）に「金融行政方針」を公表させていただいたが、足下

では何よりもまず、新型コロナで影響を受けている方々を資金繰り等の面

からどう支えていくかが重要と考えている。 

○ 労働金庫においても、住宅ローン、教育ローンなど、様々な融資に関し、

新型コロナの影響で収入が減少し、返済が苦しくなっている借り手の声に

丁寧に耳を傾け、返済計画の見直しなどのニーズがあれば、引続き、迅速

かつ適切に対応いただきたい。 

 

 



７．スマホ決済等のサービスを利用した不正出金に向けた対応について  

○ NTT ドコモの「ドコモ口座」のほか、他の複数の資金移動業者の決済サー

ビスにおいて不正出金事案が複数発生しており、金融庁では 15日、預金取

扱金融機関に対して、要請文を発出。 

○ これまでに確認されているところでは、不正出金被害が発生した銀行で

は共通して、資金移動業者のアカウントと銀行口座を連携し、口座振替（チ

ャージ）を行う際、ワンタイムパスワード等の多要素認証を導入していな

かった。 

○ こうした点を踏まえて、各金庫においては、資金移動業者に限らず、自

らの預金口座と連携する他の事業者の決済サービスについて、振替プロセ

スに脆弱性がないか確認していだきたい。 

○ その結果、問題や脆弱性が認められる場合には、 

・ 資金移動業者等のアカウントとの連携時における認証手続の強化（多要

素認証の導入など）を含むセキュリティの強化や資金移動業者等における

取引時確認の状況を確認するなど堅牢な手続きの導入 

・ それまでの間、足下での被害拡大防止の観点から、新規連携や資金のチ

ャージの一時停止 

等の対応を行っていただきたい。 

○ また、被害を心配される利用者から相談を受けた場合には、被害の有無

に関わらず、利用者の不安を解消するべく、真摯な姿勢で迅速かつ丁寧に

対応に努めていただきたい。 

 

８．令和２年７月豪雨による災害に対する金融上の措置について 

○ 令和２年７月豪雨による災害に対し、９県（熊本県、鹿児島県、福岡県、

長野県、大分県、岐阜県、佐賀県、島根県、山形県）に災害救助法の適用

がなされ、これを受け、財務局より「金融上の措置要請」を関係金融機関

等に発出。 



○ こうした要請も踏まえ、復旧・復興に向けて、被災者の声やニーズを十

分に把握の上、被災者の立場に立ったきめ細かな支援対応を改めてお願い

したい。 

○ また、先日の台風 10号により、九州地域を中心に被害が生じていること

も踏まえ、地域の実情に応じた支援対応をお願いしたい。合わせて、昨年

の台風 15号や 19号により被災し、未だ復興の途上にある方々についても、

引続き支援対応いただきたい。 

 

９．書面・押印等の制度・慣行の見直しについて 

○ 先般、規制改革推進会議より、各省庁は、書面・押印・対面を要する行

政手続について、新型コロナウイルスの感染が終息するまでの間、可及的

速やかに緊急的な対応措置を講じるとともに、恒久的な制度的対応につい

ても進めていくこととする旨が答申として示され、その着実な実施を図っ

ていくため、「規制改革実施計画」が定められた。 

○ 当庁としては、こうした経緯を踏まえ、電子化や法令の改正等を含む、

制度的な対応の準備が整うまでの当面の間、緊急的な対応措置として、金

融機関等による当局への申請・届出等について、以下のような対応を行う

こととする通知文を７月 17日に発出。 

① e-Gov または金融庁業務支援統合システム（以下「e-Gov 等」という。）

に対応していない申請・届出について、システム対応するまでの間、原

則として、e メールによる受付も可能とする。また、e-Gov 等に対応し

ている申請・届出についても、申請者側に、e-Gov 等による提出の整備

環境が無い場合においては、eメール受付も可能とする。 

② 押印（及び印鑑証明書の添付）の無い申請・届出等についても有効と

する。 

③ 公的機関が発行する添付書類（登記事項証明書、住民票の写し、身分

証明書、戸籍謄本等）については、１ヶ月を目途として後日原本を送付

することを前提に、電子データによる提出を可能とする。 



○ 更に、当局が金融機関等から受け付ける全ての申請・届出等についてオ

ンラインでの提出が可能となるように、令和２年度中に新たな電子申請・

届出システムの開発を行うとともに、新たな電子申請・届出システムを令

和３年度中に運用を開始する予定。 

○ この新たな電子申請・届出システムについては、原則、電子証明書を必

要としない ID・パスワード方式を用いる独自のシステムを開発する予定で

あり、各金融機関がいかなる申請・届出等においても、簡便に利用できる

ものとし、各金融機関の利便性等を重視したものとする予定である。また、

現行の e-Gov ベースのシステムによる申請・届出や、暫定的に金融庁業務

支援統合システムで受け付けていた登録金融機関としての事故等届出書の

届出も、新システムの運用開始後、当分の間は並行して利用できるように

する予定である。今後、新システムの開発が進んでいく過程で各金融機関

におかれては、ID・パスワード発行の手続き等、ご協力をいただくことに

なるので、予めご承知いただきたい。 

○ また、こうした政府の方針を踏まえ、貴協会におかれても、各金融機関

から求めている報告・届出等に関しては、可能な限り、書面・押印・対面

を無くすよう、取り組んで頂きたい。 

○  金融機関は、経済インフラである金融サービスを継続して提供する必要

があることから、リモートによる手続が可能となるよう取組むことが重要。

また、利用者利便の向上や生産性向上のため、デジタル化の流れを促進す

ることが一層重要。経営トップのリーダーシップに期待。 

 

10．「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案」の成立につい

て 

○ 総務省所管の「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案」

（通称電話リレーサービス法案）が、６月 12日に公布された。 

○ 同法は、聴覚障がい者等による電話の利用の円滑化を図るため、聴覚障

がい者等と他者との間における電話による意思疎通を手話等により仲介す

る「電話リレーサービス」の提供を行う事業者を総務大臣が指定し、当該



事業者に対して交付金を交付するための制度を創設する等の措置を講ずる

もの。 

○ 金融機関においても、口座、キャッシュカードの不正利用による取引停

止、キャッシュカードや通帳等紛失時の取引停止といった場面で既に電話

リレーサービスを導入している実例もある。 

○ 同法は、来年３月までの施行が予定されており、聴覚障がい者等の利便

性向上を図る観点から直ちに電話リレーサービスの活用を検討いただきた

い。 

 

（以  上） 


